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令和７年第１回白石町議会臨時会会議録 

 

 会議月日  令和７年２月10日（第５日目） 

 場  所  白石町役場議場 

 開  会  午前９時30分 

 

１．出席議員は次のとおりである。        

     １番  溝 上 広 行      ９番  定 松 弘 介 

     ２番  南 里 隆 司      10番  前 田 弘次郎 

     ３番  田 島 隆 一      11番  吉 岡 英 允 

     ４番  吉 岡 正 博      12番  草 場 祥 則 

     ５番  岸 川 信 義      13番  片 渕 栄二郎 

     ６番  友 田 香将雄      14番  西 山 清 則 

     ７番  重 富 邦 夫      15番  溝 上 良 夫 

     ８番  中 村 秀 子      16番  内 野 さよ子 

 

２．欠席議員は次のとおりである。 

    な  し 

 

３．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者は次のとおりである。 

   町    長  田 島 健 一    副  町  長  百 武 和 義 

   総 務 課 長  中 村 政 文    企画財政課長  大 串 恭 隆 

   保健福祉課長  木 須 英 喜    商工観光課長  谷 﨑 孝 則 

 

４．議会事務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

   議会事務局長  中 原 賢 一 

   課 長 補 佐  川 﨑 常 弘 

   議事係書記  草 場 雅 子        

 

５．会議録署名議員の指名 会議録署名議員に次の２人を指名した。 

     ６番  友 田 香将雄      ７番  重 富 邦 夫 

 

６．本日の議事日程は次のとおりである。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 議案第１号 専決処分の承認について（令和６年度白石町一般会計補正

予算（第６号）） 

 日程第３ 議案第２号 令和６年度白石町一般会計補正予算（第７号） 

 日程第４ 議案第３号 監査委員の選任について 

 日程第５ 報告第１号 専決処分の報告について（和解及び損害賠償額の決定につ



- 2 - 

いて） 

 日程第６ 閉会中の継続調査について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

９時30分 開議 

 

○内野さよ子議長 

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

日程第１ 

○内野さよ子議長 

 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

 会議規則第119条の規定により、本日の会議録署名議員として、友田香将雄議員、

重富邦夫議員の両名を指名します。 

 本日の議事進行について申し上げます。 

 本日の審議は、質疑、討論、採決の順で行います。 

 

日程第２ 

○内野さよ子議長 

 日程第２、議案第１号「専決処分の承認について（令和６年度白石町一般会計補正

予算（第６号））」についてを議題とします。 

 質疑に入ります。 

 質疑の際は、予算書の何ページ、予算説明資料の何ページとはっきりお示しくださ

い。 

 では、質疑はありませんか。 

 

○西山清則議員 

 説明資料の１ページと２ページについてですけども、先日説明がありましたけれど

も、物価高騰による低所得者の支援についてですけども、この１ページの分について

何世帯になっているのか、それと２ページのほうで何人になっているのか、御説明願

いたいと思います。それと、その世帯の中で同世帯というか重なってる人がおられる

と思いますけども、何世帯で何人になってるのかを伺いたいと思います。 

 

○木須英喜保健福祉課長 

 世帯数と人員の数ということで御質問でございます。 

 まず、非課税世帯に３万円給付の分です。こちらにつきましては、世帯数を

1,700件を見込んでおります。それから、次の子ども加算の分ですけれども、ここに

ついては300人を見込んでおります。議員がおっしゃられるとおり重なっている世帯

がほとんどだというふうに考えてはおりますが、まだ詳細の数字については電算セン
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ターのほうでリストアップをしておりませんので、現時点でははかりかねます。 

 

○内野さよ子議長 

 ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 では、質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第１号「専決処分の承認について（令和６年度白石町一般会計補正予

算（第６号））」を採決します。 

 本案を承認することに賛成の方は起立を願います。 

 〔賛成者起立〕 

 起立全員です。よって、議案第１号は承認をされました。 

 

日程第３ 

○内野さよ子議長 

 日程第３、議案第２号「令和６年度白石町一般会計補正予算（第７号）」を議題と

します。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第２号「令和６年度白石町一般会計補正予算（第７号）」を採決しま

す。 

 本案に賛成の方は起立を願います。 

 〔賛成者起立〕 

 起立全員です。よって、議案第２号は原案のとおり可決をされました。 

 

日程第４ 

○内野さよ子議長 

 日程第４、議案第３号「監査委員の選任について」を議題とします。 

 ここで、地方自治法第117条の規定により、友田香将雄議員の退場を求めます。 

 〔友田香将雄議員 退場〕 

 お諮りします。 

 本議案は、議会推薦による監査委員のため、質疑、討論を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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 異議なしと認めます。よって、質疑、討論を省略することに決定しました。 

 これより採決をします。 

 本案は、議会議員より友田香将雄議員を監査委員に選任することに議会の同意を求

めるものです。 

 同意することに異議はありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、議案第３号は原案のとおり同意することに決定をし

ました。 

 友田香将雄議員の入場を許可します。 

 〔友田香将雄議員 入場〕 

 

日程第５ 

○内野さよ子議長 

 日程第５、報告第１号「専決処分の報告について」。 

 この担当課長の内容説明は、文書によりこれに代えます。なお、この文書は、内容

が分かるよう、会議録に記載することといたします。 

 

（報告第１の内容説明） 

○大串恭隆企画財政課長 

 報告第１号「専決処分の報告について（和解及び損害賠償額の決定について）」御

説明いたします。 

 これは、町長の専決処分事項の指定に関する条例第２条第２号の規定に基づき、和

解及び損害賠償額の決定について、専決処分を行いましたので、地方自治法第180条

第２項の規定により報告するものでございます。 

 ２枚目の専決処分書を御覧ください。 

 町職員が公用車を運転中発生した物損事故に係る和解及び損害賠償額の決定につき

まして、町長の専決処分事項の指定に関する条例第２条第２号の規定に基づき、専決

処分を行っております。 

 専決日は、令和６年12月26日でございます。 

 １の相手方につきましては、記載のとおりでございます。 

 ２の和解の内容及び損害賠償額でございますが、町が相手方物損に対して賠償する

こととし、損害賠償額15万8,200円を支払うものでございます。 

 事故の概要でございますが、令和６年11月１日午後１時30分頃、佐賀市の生涯学習

センター「アバンセ」の駐車場で頭から駐車する際、左に止まっていた車に寄せすぎ

ていたため、切り返そうとバックをしていたら、目測を誤り左に止まっていた車に接

触し、相手の車の一部を破損させたものでございます。 

 なお、損害賠償額につきましては、全額、全国自治協会自動車損害共済で補填をし

ております。 

 以上で、御説明を終わります。 
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日程第６ 

○内野さよ子議長 

 日程第６、閉会中の継続調査についてを議題とします。 

 会議規則第72条の規定により、お手元に配付しておりますとおり、議会運営委員会

委員長及び議会広報特別委員会委員長から閉会中の継続調査について申出があってい

ます。本件について両委員長から報告を願います。 

 

○片渕栄二郎議会運営委員長 

 本委員会は、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、会議規則第72条の規

定により申し出ます。 

 事件としまして、本会議の会期日程及び議会の運営に関する事項に関して審議、調

査を行うものです。 

 期間は、現議員の任期中といたします。 

 以上のとおり、閉会中の継続調査を申し出ます。 

 

○定松弘介議会広報特別委員長 

 議会広報特別委員会より閉会中の継続調査を申し出ます。 

 本委員会は、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、会議規則第72条の規

定により申し出ます。 

 事件は、議会広報紙の編集及び調査研究、情報通信技術の利活用に関する調査研究

などの事項であります。理由としましては、町民に対し議会への関心を高めていただ

く方策として、定例議会ごとに議会広報紙の編集と発行を行います。なお、情報通信

技術を活用した議会運営、ユーチューブ配信やケーブルテレビ放送の活用方法につい

ても、より効果的な情報発信ができるよう研究を進めてまいります。 

 また、調査の期間は、現議員の任期中といたします。 

 以上、閉会中の継続調査を申し出ます。 

 

○内野さよ子議長 

 お諮りします。 

 両委員長からの申出を閉会中における継続調査とすることに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、両委員長からの申出を閉会中における継続調査とす

ることに決定をいたしました。 

 以上で本臨時会に付された案件は全て終了しました。 

 これをもちまして令和７年第１回白石町議会臨時議会を閉会します。 

 

９時41分 閉会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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 上記、会議の経過を記載し、その相違ないことを証するため、地方自治法第123条

第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

 令和７年２月10日 

 

 

          白石町議会議長  内 野 さよ子 

 

 

 

 

          署 名 議 員  友 田 香将雄 

 

 

 

 

          署 名 議 員  重 富 邦 夫 

 

 

 

 

          事 務 局 長  中 原 賢 一 


